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議
案
第
五
十
j
i
号

専

　

決

　

処

　

分

　

に

　

つ

　

い

　

て

∴

'

.

　

王

ノ
丁

メ

地
方
自
億
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
-
七
宝
粂
聖
霊
規
定
に
去
'
悪
と

■

ヽ

メ

言
専
決
処
分
を
し
た
の
で
,
同
法
同
条
第
三
項
の
鼠
-
-
､
こ
れ
を
を
慧
造
営
し
て
霊
を

求

め

る

｡

　

　

　

　

/

治
和
五
十
三
年
四
月
二
十
六
日

{
'

三

朝

町

長

　

　

松

　

　

村

　

　

高

　

　

庇

ヽ

●

¢
和
恵
書
芸
月
空
合
席
専
可
決
.

三
潮
町
或
金
銭
長
牧
田
嶺

㌧
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謙
一

専

決

第

　

二

　

号

　

　

　

　

㌦

専

　

決

　

処

　

分

　

事

地
方
･
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
首
七
十
九
条
竺
萌
の
規
定
に
工
少
'
三
朝
町

税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
1
て
'
､
次
の
と
お
力
専
決
処
分
を
す
る
｡

)

昭
和
五
十
三
年
三
月
三
十
一
日

三

朝

町

長

　

　

牧

　

　

村

F

　

琴

　

　

戊



巨

丁

　

　

　

　

　

　

　

で

､

1
.
[
ゝ

I
.
r
j
二

･

l

 

;

.

　

～

こ

三
朝
町
条
例
第
十
七
　
号

l

.

I

こ
こ
朝
町
税
条
例
の
1
部
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
町
税
条
例
　
蒜
和
四
十
五
年
三
執
町
廉
例
第
十
八
号
)
　
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

･

煮
十
九
条
第
四
号
8
･
｢
又
性
第
六
首
三
条
第
三
項
｣
を
｢
'
第
六
首
三
条
第
三
項
又
は
第
六
首
三
条
竺
嘉

四
萌
｣
に
改
め
る
｡

弟
二
十
四
条
第
二
項
中
｢
十
二
万
円
｣
を
｢
十
五
万
円
｣
に
改
め
る
｡

幕
三
十
)
条
象
二
項
の
衰
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

+

法

　

　

人

　

　

等

　

　

の

.

　

区

　

ノ

､

分

7
 
a
t
本
の
金
額
又
は
ノ
出
資
金
額
　
(
保
険
業
法
　
(
昭
和
十
四
年
法
律
第
四
十
7
号
)

に
規
定
す
み
相
互
会
社
に
あ
つ
て
は
'
令
第
四
十
八
条
の
二
に
定
､
め
る
と
七
ろ
K

上
身
井
定
し
凍
純
資
産
額
｡
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
お
S
て
同
じ
｡
)
　
が
五
十

億
円
を
準
え
る
法
人
　
(
法
人
税
法
　
(
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
)
　
第
二
条
第

五
号
の
公
共
法
人
及
び
同
額
第
六
骨
の
公
益
法
人
等
で
均
等
割
の
み
を
練
盲
れ
る

も
の
を
除
く
｡
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
お
S
て
同
じ
｡
)
セ
町
内
に
有
す
る
事

(

所
'
事
集
所
又
妊
寮
等
の
従
業
者
　
(
俸
給
'
給
料
苦
し
く
吐
賞
与
又
壮
こ
れ
ら

年
額首

　

方

　

円
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千p兼∴ �?｢ﾒ��"�*｢�∴徒p 
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p各LL. ���粡霆9gｳ｢�也.一人..本- 倆*H自gｲ�人∴針∵質- 

早 �/�,ﾈ��,ﾂ�下奴.め ���?�,ﾂﾒ�を.,故を-I 

..VC 鍛Rb��で′下金 �-�ｾ���#^p～% 

掲 �*b鉅ﾇb霹�｢�二あで_額ナ �ｨﾘr韆��-え_次∵∵す 
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症- ���-8*�･��ｲ�数.本十 �*h+R��rﾒ�､'C_1受 

･.人=. 囘���.�ｨ墺�め-の億 唸��ｨ.鐙個��Ve,.け 
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毎 ���D��年■■.- ��吋��i 
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一万一 兩ｲ��⊥ 
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弟
五
十
四
乗
算
玉
東
中
r
土
地
区
画
養
理
法
鼻
音
条
O
H
G
)
規
定
に
上
っ
て
土
地
区
画
義
理
車
乗
の
歳
行

者
が
｣
を
｢
土
地
区
画
垂
避
蔑
.
 
K
A
l
l
る
土
地
区
画
峯
理
事
葉
の
施
行
者
が
同
法
鼻
音
条
竺
一
の
規
定
に
よ
っ

て
｣
に
'
｢
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
者
以
外
｣
を
｢
土
地
区
画
塞
理
法
に
上
る
土
地
区
画
轟
理
事
業
の

施
行
考
以
外
L
K
改
め
る
｡

第
五
十
七
集
中
｢
社
套
福
祉
手
革
'
更
生
保
護
草
葉
｣
を
｢
社
会
福
祉
事
業
法
に
上
る
社
会
祐
祉
事
業
･

更
生
繋
急
保
練
歩
に
よ
る
東
食
保
護
手
業
｣
に
改
め
を
｡
･

兼
官
三
十
7
条
第
内
項
を
次
の
i
J
丸
に
改
め
る
､
｡

ダ
･
土
地
区
画
圭
理
法
に
上
る
土
地
区
画
車
寄
手
柴
又
は
土
地
改
良
法
に
＼
A
1
る
土
地
改
良
事
業
へ
農
見
地
再

I

発
公
領
が
農
用
地
由
発
公
団
草
に
i
l
力
行
J
R
同
好
幕
十
九
条
第
7
萌
讐
号
イ
又
技
芸
事
業
を
含
む
｡
)

の
歳
行
に
係
る
土
地
に
つ
S
て
草
食
の
定
め
る
七
と
ろ
滋
よ
っ
て
･
便
換
地
又
竺
時
利
用
地
(
以
下
本
音

に
を
S
て
｢
便
換
地
等
｣
と
S
う
｡
)
の
指
定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
1
て
･
当
款
仮
換
地
等
で
あ
る
土
地

･
忙
つ
･
S
て
使
用
し
､
又
は
収
益
す
る
と
と
､
が
で
き
る
と
･
と
･
と
奉
っ
た
日
以
後
托
当
款
仮
換
地
等
で
あ
る
土

I

地
に
対
応
す
る
従
南
の
土
地
へ
以
下
本
項
に
お
い
て
｢
従
釣
の
土
地
｣
と
S
う
｡
)
の
取
得
が
あ
つ
た
と
ゝ

是
､
孟
敵
前
豊
地
恩
讐
㌢
て
当
軟
農
地
等
で
あ
る
士
漕
芸
と
賢
し
･
当
歓
町
*

･
芸
地
雷
誓
嘉
蒜
の
土
地
窟
有
音
叉
芸
轟
音
と
告
し
て
･
′
骨
空
地
保
有
警
写
る
｡

ヽ

　

.

貞
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こ:男-

^'～

幕
雪
宣
表
中
第
五
萌
を
空
ハ
項
と
L
t
串
四
境
の
次
に
次
の
二
額
を
加
え
る
｡

∫
　
土
地
区
画
獲
理
法
忙
よ
る
土
地
区
画
毛
理
事
集
の
施
行
町
係
る
土
地
に
つ
S
て
当
教
士
地
区
面
塵
理
手

業
の
施
行
者
が
同
法
鼻
音
条
空
言
規
定
に
上
っ
て
管
琴
す
る
土
地
(
以
下
本
項
に
お
S
で
｢
保
宮
地
予

定
地
｣
と
S
う
｡
)
潮
参
る
場
合
忙
お
S
て
'
当
敢
為
帯
革
以
外
の
者
が
'
当
鼓
土
地
区
画
登
理
事
業
吃

･
■

係
る
換
地
勉
舟
の
公
告
が
あ
る
日
ま
で
の
間
当
軟
保
留
地
予
定
地
で
あ
る
土
地
収
つ
S
で
使
用
し
､
又
吐

耽
益
す
る
こ
と
が
で
き
る
､
こ
と
及
び
同
日
の
盈
日
町
当
軟
施
行
者
が
取
得
す
る
当
落
保
留
地
予
定
地
で
あ

/
る
土
地
を
取
得
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
契
約
が
錦
絵
.
 
W
れ
た
-
と
き
姓
､
 
'
当
軟
夷
釣
の
効
力
が
発
生
し
た

V
′

日
と
し
て
令
第
三
十
六
条
の
亘
の
軌
に
規
定
す
る
日
K
r
a
S
て
当
鼓
保
留
地
予
定
地
で
あ
る
土
地
の
取
得

が
.
卓
れ
た
も
の
と
み
な
し
'
当
鼓
保
留
地
予
定
地
で
あ
る
土
地
を
取
得
す
る
こ
と
と
盲
れ
て
S
る
者
を
第

1
境
の
土
塊
の
所
有
者
又
妊
叔
得
膚
と
み
せ
し
て
.
T
特
別
土
地
保
有
税
を
錬
す
る
｡

/

兼
官
三
十
七
各
軍
毒
中
｢
第
′
育
三
十
f
集
第
四
凍
若
し
く
は
第
五
萌
｣
を
｢
粛
軍
二
十
一
条
第
六
項
｣

に
凄
め
る
｡

兼
官
四
十
条
第
二
項
申
｢
又
姓
法
第
六
盲
三
条
第
三
項
｣
を
｢
'
法
東
大
首
三
条
第
三
項
又
は
法
東
大
育

三
農
の
二
第
四
境
｣
＼
陀
改
め
る
｡

附
則
第
<
集
中
｢
昭
和
五
十
三
年
ま
｣
を
｢
昭
和
五
十
<
年
革
｣
･
陀
改
め
る
0

I

･

　

　

l

･

h

(yl, Fj,

､

享

･

･

Y､)
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∴
＼
.

了
ノ
.

∵
∵

軒
別
第
十
集
中
｢
第
十
七
項
｣
を
｢
滞
十
六
項
旨
改
め
る
｡

附
則
吾
大
雷
｢
君
芋
二
年
度
分
｣
を
｢
暗
和
五
十
三
年
-
｣
-
め
,
｢
道
芸
送
嘉
の

億
安
芸
の
奮
改
掌
る
省
令
-
辛
-
-
-
七
号
･
-
｢
-
-
芸
の
保
安
葺
改

正
省
令
｣
と
い
う
｡
)
-
-
正
静
の
道
-
送
車
両
の
保
安
基
準
(
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
葺
ハ
十

葺
雪
十
妄
要
項
Q
･
*
定
の
適
用
を
受
け
る
-
-
め
-
同
項
の
表
の
第
妄
還
げ
る
も

e
(
誓
芸
字
る
ニ
サ
イ
ク
ル
の
原
動
-
有
す
る
賢
動
卓
を
除
く
｡
)
で
,
陶
芸
び
同
条
雪

I

萌
芸
芝
誉
す
る
も
芸
妓
昭
-
十
毒
の
保
安
-
改
正
省
令
-
意
正
後
の
道
悪
送
車
両

ヽ

ヽ

芸
安
雷
雲
十
妄
竺
君
規
定
の
適
用
-
汁
-
自
-
の
う
ち
同
項
の
表
の
第
】
号
蒜
げ

る
去
,
P
t
河
芸
び
同
書
三
項
の
基
準
-
合
す
る
も
の
並
び
に
｣
を
削
る
｡
･

▼

肘
則
第
十
九
条
を
判
る
〇
･

附

　

　

則

へ
祐
行
期
日
)

警
乗
　
こ
芸
例
比
･
昭
和
五
十
三
年
-
言
か
ち
票
す
る
｡
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(
町
民
税
に
関
す
る
経
過
清
澄
)

簾
二
条
　
改
正
後
の
三
朝
町
税
条
例
　
(
以
下
｢
新
条
例
｣
と
い
う
｡
)
　
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
'
昭
･

和
五
十
三
年
度
舟
の
個
人
の
町
民
税
か
ら
適
用
し
'
昭
和
五
十
二
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
町
民
税
に
う
S

て
虻
､
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
｡

･
l
　
新
条
例
第
三
十
]
粂
第
二
項
の
規
億
は
'
昭
和
五
十
三
年
四
月
1
日
　
(
以
下
｢
施
行
日
｣
と
S
う
｡
)

･
以
後
忙
終
了
す
る
事
業
年
象
又
は
同
条
第
三
項
の
期
間
に
係
る
法
人
.
の
町
民
税
に
つ
S
て
適
用
し
'
施
行

日
前
に
&
,
了
し
た
事
業
年
鹿
又
姓
岡
項
の
期
間
に
係
る
法
人
の
町
民
税
に
つ
S
て
は
'
を
を
従
前
の
例
に

よ
る
｡

I

～
)
　
法
人
の
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
収
係
る
新
条
例
第
四
十
八
条
藍
二
項
の
軒
告
事
(
庶
人
税

法
(
昭
和
四
十
年
法
律
薮
三
十
四
号
)
　
第
七
十
一
条
第
1
項
　
(
同
法
第
七
十
二
条
第
一
韻
の
規
定
が
適
用

書
れ
る
場
合
及
び
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
首
四
十
五
条
第
1
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
.
)

の
申
告
書
に
/
係
る
も
の
に
限
る
?
)
　
の
連
出
期
限
が
施
行
日
前
で
あ
る
場
合
に
僧
'
前
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
'
そ
の
法
人
の
当
鼓
申
告
嘗
紅
係
る
町
民
税
と
し
て
納
付
し
た
'
又
は
納
付
す
べ
き
で
あ
っ
た
町

＼
民
税
に
つ
S
て
性
'
を
か
従
前
の
例
に
よ
る
?

㌫
㍗
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I

,

ゲ
　
霊
芝
三
芳
税
条
例
(
竿
｢
旧
条
例
｣
と
い
う
○
)
附
則
-
九
発
の
規
定
は
'
若
草
年

中
t
窒
号
べ
き
遺
-
-
(
旧
条
例
-
十
三
条
空
言
規
定
す
る
遺
筆
当
等
を
い
う
｡
)
∴
高

/

年
買
盲
前
笠
払
わ
れ
た
も
の
に
つ
き
徴
-
れ
た
同
条
の
由
定
忙
よ
っ
て
課
す
る
所
芸
に
つ
い

て
姓
'
を
か
そ
の
効
力
を
有
す
る
｡

(
固
定
資
産
税
に
醜
す
る
経
過
好
置
)
.

雲
集
新
条
例
の
規
定
中
豊
-
-
-
る
-
姓
･
晦
和
五
十
三
年
霊
の
由
定
…
税
竃
適

用
し
･
昭
和
五
十
二
年
ま
舟
-
の
嶺
定
生
産
観
覧
1
て
は
'
-
芸
の
例
に
よ
る
｡

ヽ

I

(

#

潮

土

地

保

有

税

忙

関

す

る

経

過

務

*

)

　

J

　

　

　

.

i

芸
条
新
条
例
誓
三
十
t
粂
-
-
規
定
紘
･
同
君
泉
-
る
霊
…
地
の
取
慧
芳
最

後
芸
S
て
去
る
誓
忙
つ
い
て
-
し
･
ノ
当
-
-
土
地
の
取
禁
書
日
芝
か
等
孟
た

･
場
合
忙
つ
S
て
は
'
な
お
従
前
の
例
陀
上
る
｡

2
霊
望
育
三
三
条
霊
項
及
蔓
首
三
十
七
条
-
号
の
親
告
･
-
-
-
孟
辛
富

釣
霊
力
が
霊
し
た
日
と
し
七
令
-
十
六
条
の
こ
冨
忙
豊
す
吉
(
竿
と
芸
霊
等
r

針
の
瑠
発
生
ご
宣
｡
)
.
が
-
日
軒
で
-
*
･
 
,
K
つ
等
蓋
し
'
当
意
9

効
力
発
生
日
が
施
行
日
前
言
で
雲
た
場
合
笠
.
1
て
姓
･
-
従
前
の
例
に
よ
る
｡



tQL＼　d

-a-

八
億
鼓
動
弟
税
托
卵
す
る
良
港
簿
最
)

-

1

簾
五
条
　
は
条
例
附
則
第
十
六
集
の
規
定
は
.
略
和
恵
十
二
年
度
舟
の
軽
自
動
車
瑞
に
う
S
で
は
'
な
A
そ

の
効
力
を
有
す
る
｡

r

　

　

～

わ

1

p


